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➢

➢

✓

✓

（回答）当社は、労働組合間での差別的取扱いや組合所属を理由とする不利益取扱いを行っていない。また、不当労働行為は容認

するものいではなく、引き続き、関係法令等を遵守していく考えである。 

➢ ✓

（回答）「労使間の取扱いに関する協約（令和６年 10 月１日締結）」に則り取り扱っているところである。なお、議事録確認は労

使双方の合意事項を書面化し、両当事者が記名押印するものと認識している。 

【労使関係について】


